
次期高齢者支援計画全般・その他

○北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議

1

　平成２５年度北九州市高齢者等実態調査につい
て、調査票の回収率は60.7％であり、回収分だけ
を基に計画を策定するのでなく、未回収の人も含
め、もっと深く読み取って分析しなければならない。

　計画の策定にあたっては、実態調査の結果のほか、区
役所等で把握した市民の状況等も勘案し、施策・事業の
見直しに反映させていく。

○関係団体の意見を聴く会（平成２６年８月１９日　開催）

○地域ふれあいトークでの意見（平成２６年７月１２日～８月３１日　７区で開催）

1
　計画の内容が全市民に伝わるよう徹底してほし
い。小中学生にもアピールしてほしい。

　計画の推進にあたっては、市民一人ひとりが地域にお
ける支え合いや高齢社会対策の重要性を理解し、まちづ
くりを実践していけるよう、市政だよりや市ホームページ
の活用をはじめ、さまざまな機会を通じて、計画内容の広
報・啓発に努める。

2 　今後も市の進捗を聞く機会を設けてほしい。
　出前講演や市民説明会などを通じ、事業の進捗状況を
報告する機会をつくっていく。

3
　次期計画の策定においては、各事業者・団体の
資源を精査のうえ、どのようにすればそれらが有機
的に結びついて有効に機能するか考えてほしい。

　次期計画は地域包括ケアシステムの構築に向けて推
進していく。地域包括ケアシステムの構築にあたっては、
地域の社会資源を把握し、その情報を共有して、地域の
力の向上と継続を図っていく。

4

　地域包括ケアシステムは、まだはっきりとした形
にはなっていないが、今後の重要課題であるという
認識を市民に持ってもらう必要があるのではない
か。

　地域包括ケアシステムはこれから市民全体で考え、形
づくっていかなければならない。まず、地域包括ケアシス
テム構築に向けた次期計画の素案を作成し、市民に内
容を伝えていく。

主な意見 対応策

主な意見

市民意見聴取等の結果について（中間とりまとめ）

対応策

参考資料

1



基本目標１　【健やか】

施策の方向性１　生きがい・社会参加・高齢者活躍の推進

○北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議

1
　経験や技術を持っている方が多くいるので、県の
70歳現役高齢センターのような場所を設置して支
援する必要がある

　今後も高年齢者就業支援センターが中心となって、福
岡県７０歳現役応援センター北九州ブランチなどと連携し
て、高齢者の各種活動に関するコーディネートに努めて
いく。

2

　社会参加の意欲はあるがきっかけがない高齢者
に対する現状の取組みでは、既に活躍している方
の目に触れる場所では広報されているが、そういっ
た場所へ行かない方には情報が届かない。高齢者
がよく行く場所に広げる必要がある。

　今後もより多くの高齢者が情報入手できるよう、情報提
供の場や情報ツールの仕組みを検討していく。

3

　チラシ等による募集広報も大切だが、参加者によ
る広がりが大切。　自立したボランティア活動がで
きるような連続した研修を実施し、新たな仲間を入
門講座に引き入れていくサイクルでやっている。
単発で研修だけ実施しても活動に結びつかない。
自分たちのまちづくりを実感できる研修手法が必
要である。

　今後もより多くの高齢者が参加できるような講座のカリ
キュラムを展開していく。

4

　夢追塾や周望学舎に何度も受講し既に地域リー
ダーになり得る方がいる。こうした方が地域に出て
活躍する後押しを行政に期待したい。
　一人の人間として自信を持たせて活躍していただ
かないと、要支援サービスから外れた方に対する、
地域で活躍する方が不足していく。

　今後も「地域活動」や「社会貢献活動」の実践に繋がる
ようなカリキュラムの充実などを行っていく。

5

　男性が多く活動している地域はしっかりした組織
になっていると感じることが多い。現役を退いた男
性などが参加できるような方策を考える必要があ
る。

　今後も退職後の男性などが地域活動への参加を促す
ような取組みを行っていく。

6

　地域の高齢者で、実際に市民センターに出てき
てボランティア活動をしている人は1～2割程度。出
て来ない人たちは情報を受け取っていない。そこに
どうやって情報を渡すのか、自立的に出てくる状況
をどう作るのか、といった課題に取り組む必要があ
る。

今後もより多くの高齢者が情報入手できるよう、情報提
供の場や情報ツールの仕組みを検討していく。

主な意見 対応策

2



基本目標１　【健やか】

施策の方向性１　生きがい・社会参加・高齢者活躍の推進

○関係団体の意見を聴く会（平成２６年８月１９日　開催）

1

　高齢者の社会参加について、報酬は要らないか
ら子どもと話がしたい、何かを教えたい、という高
齢者もいる。学童保育の現場でも高齢者を活用で
きればと思う。

　今後も地域や学校現場で高齢者が活躍できる取組み
を行っていく。

2

　介護する支え手をどのようにつくっていくのか。高
齢者自身も高齢者を支えていかなければならな
い。高齢者雇用を含めて計画策定の中で検討して
ほしい。

3

　介護保険の隙間を埋めるようなサービス（「話相
手になる」、「病院に付き添う」など）、高齢者の生
活を豊かにする様々なサービスの提供主体を元気
な高齢者を中心に創り、コーディネイトしてほしい。

主な意見 対応策

　今後も地域における見守り支援や交流など、高齢者が
主体となった社会貢献活動の推進を進めていく。

3



基本目標１　【健やか】

施策の方向性１　生きがい・社会参加・高齢者活躍の推進

○地域ふれあいトークでの意見（平成２６年７月１２日～８月３１日　７区で開催）

1

　社会福祉協議会やまちづくり協議会等に同じ内
容、仕組みで様々な事業に助成している。まちづく
り協議会、社会福祉協議会、老人クラブが一体と
なり知恵を出してそれぞれの助成金を合わせれ
ば、いろいろな事業ができると思う。無駄がないの
か、有効に使えるところがないのか、ということをも
う少ししっかりと見てほしい。

　今後も「地域総括補助金」の仕組みを活かしながら、地
域がより効率的に事業展開できるよう、各団体への活動
に対する助成を行っていく。

2

　社会福祉協議会が一生懸命取り組んでいるのは
分かるが、高齢者のニーズに合ったものを取り入
れるために、老人クラブの意見を聞くといったコミュ
ニケーションをもっと図っていただきたい。

　市社会福祉協議会を通じ、校（地）区社会福祉協議会と
老人クラブが円滑に意見交換ができるような環境づくりを
進めるよう働きかけを行いたい。
　また、市社会福祉協議会では、来年度、「北九州市地
域福祉活動第五次計画」を策定する予定であり、その過
程においても関係団体等の意見を聞く機会を設け、計画
に反映することとしている。

3
　団塊世代の人たちの、今後の高齢社会での貢献
の度合が重要だと考える。対策を考えてほしい。

　団塊の世代などを対象に、今後も「地域活動」や「社会
貢献活動」の担い手の育成に取組んでいく。

4

　高齢者でも活動を望んでいる人は多いはずなの
で、まずそのような人と活動の場をコーディネート
できる人材の育成（役所の中の人だと職場を異動
してしまうので、生涯学習の講座などを利用して）
をしてほしい。

　今後も各種活動に関する情報提供やコーディネートを、
様々な場において展開していく。

5
　積極的に高齢者が社会活動に参加をするよう
に、現在活動しているリーダーに適確な「カリキュラ
ム」を働きかけるとよい。

　今後も生涯スポーツやボランティアなど各種活動にお
けるリーダーの養成を行っていく。

6
　生涯現役で働ける（有償、ボランティア）社会の仕
組みづくりを希望する（定年退職後のあり方、ニー
ズに合った働き方等）。

　今後も県やハローワークなど各種機関と連携し、高齢
者の就業ニーズに沿った相談対応などを行っていく。

主な意見 対応策

4



基本目標１　【健やか】

施策の方向性２　健康づくり・介護予防・生活支援の充実

○北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議

1

　どのサービスの対象にも該当しない方、健康いき
いきチェックに返送しないので二次予防事業の対
象となっていない方等を、これからの制度の対象に
していく把握方法について議論が必要である。

　国のガイドラインにも示しているとおり、地域の実情に
応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何ら
かの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる
「介護予防把握事業」を一般介護予防事業に位置づけて
いる。把握方法の例としては、
▼要介護認定及び要支援認定の担当部局との連携によ
る把握、
▼訪問活動を実施している保健部局との連携による把
握、
▼医療機関からの情報提供による把握
などにより、地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に収
集した情報等を活用し、閉じこもり等の何らかの支援を要
する者を把握し、住民主体の介護予防活動へつないでい
く。

2

　制度の対象になっていない方こそ、ボランティア
や地域で支えることが必要。地域の方が介護を担
うのは難しいので、介護に移行しないまでのところ
を一緒に歩いたり体操したり、そうした予防の中で
地域やボランティアが果たす役割が考えられたら
よい。

　これまで本市では、住民主体の介護予防活動の担い手
として介護予防運動の「普及員」を養成し、市民センター
等においてひまわり太極拳やきたきゅう体操など地域の
自主的な介護予防運動教室の普及に努めてきた。
　今後さらにこうした動きを加速させ、継続させていくため
に、市内の至るところで、住民主体の介護予防活動が行
われるよう支援していく。

3

　高齢者の中でも、元気な状態と介護保険を受け
ている状態の間の方に、うつ状態が見られる方や
不安を持っている方が多い。次期計画では、そう
いった中間の状態の方達への対策についても、地
域のボランティアの活用なども含め検討してほし
い。

　新しい総合事業においては、基本チェックリストの選定
基準見直しにより、うつ状態等の方もサービス事業対象
者となる見込である。
今後は、地域のボランティアが活動しやすい基盤づくりを
検討していく。

主な意見 対応策

5



基本目標１　【健やか】

施策の方向性２　健康づくり・介護予防・生活支援の充実

○関係団体の意見を聴く会（平成２６年８月１９日　開催）

1

　健康マイレージ事業は26年度までと聞いている。
特定健診の受診率の向上に貢献しているのであ
れば継続してはどうか。
　ウォーキングマップを作成したが、更なる活用が
できないかと考えている。

　健康マイレージ事業については、地域や職域の健康づ
くりや自主活動などの重要なツールになっていることを踏
まえながら、現在策定に向け準備中である次期高齢者支
援計画の中で今後の方向性について検討する。
　ウオーキングマップについては現在市のホームページ
や西日本産業衛生会発行の冊子に掲載するなどして広
報に努めているが、今後はさらに多くの市民に活用して
もらえるような方法を検討したい。

2

　運動機能等改善に効果のあった事業でも、事業
終了後に以前の状態に戻ってしまい、要介護認定
を受けてデイサービスに来るようになった方もい
る。運動プログラムをやって向上した機能をどのよ
うにして生活に結びつけていくのかが重要と考えて
いる。家事動作などはできるのだが頻度が少なく
なって機能が落ちていくパターンが多いので日常
生活動作の中での工夫が重要と考えている。
　今後の地域支援事業でのプログラムでは、また
３ヶ月とか６ヶ月といったスパンを切った形で終了と
なるのか。

　現行の通所型介護予防事業における実施期間は、地
域支援事業実施要綱に沿って実施しているところであ
る。
　今後、総合事業へ移行した場合の通所型サービスにお
いては、現行の通所型介護予防事業に相当する保健・医
療専門職による短期集中予防サービス（Ｃ型）では同様
に３～６ヶ月の短期間で行われるとされているが、その他
の多様なサービスの提供も可能とされている。総合事業
移行に向けてどのようなサービスが実施可能か検討して
いきたい。

3
　口から食べることの重要性をうたってほしい。認
知症対策としても効果があるので口腔からの栄養
摂取の重要性を計画の中に掲載してほしい。

　現行事業で実施済みであり、提案趣旨は次期計画に掲
載予定。

4
　予防に関しては、理学療法士が医師の指示なし
で関与できる法律が施行されたので、当会や理学
療法士の知識・技術を活用してほしい。

　国は当該事業を遂行する専門職として「リハビリテー
ション専門職等」をあげており、「心身機能」だけでなく、
「活動」「参加」の要素にバランスよく働きかけることので
きる能力を有する経験豊富なリハ専門職の活用を市町
村に求めている。本市としてもこうした国の動きを踏ま
え、リハ関係団体との協力の下、本市の地域リハビリ
テーションを推進していく。

5
　健康づくり推進員の認知度が低く、もう少し高め
る必要がある。

　健康づくり活動推進員の会は平成２６年７月時点で会
員数７０４名、昨年度の活動件数は１３，４８３件にのぼる
など地域での健康づくり活動のリーダー的な役割を担っ
ている。今後はさらに地域での認知度が高まるよう健康
づくり推進員の養成・活動を引き続き支援していきたい。

6

　第三次高齢者支援計画概要版の10Pの⑥につい
て、口腔ケアと口腔リハビリという概念で分けて考
える方が良いと思う。（ただし、２つを切り離すとい
うことではない。）

　第三次高齢者支援計画概要版の10Pの⑥に掲載の「要
介護高齢者の食を支える口腔ケア対策事業」は「お口の
元気度アップ事業」とに統合し、引き続き口腔ケアや他職
種連携の重要性について啓発していく。
　リハビリに関する連携や人材育成等は「地域リハビリ
テーション支援体制の確立」で取り組んでいる。

7

　本日参加した関係団体が、各々の設立趣旨の範
囲で、市民の健康寿命を延ばすための事業を、他
団体と合同で一斉に、強力なコラボレーション事業
を実施すれば大きな実績が期待できるのではない
か。

　介護予防に関する普及啓発事業において、民間メディ
アや関係団体へ事業協力を仰ぎながら協働して実施して
いく。

主な意見 対応策
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基本目標１　【健やか】

施策の方向性２　健康づくり・介護予防・生活支援の充実

○関係団体の意見を聴く会（平成２６年８月１９日　開催）

8

　介護保険に頼らない自立した生活と健康寿命延
伸の重要性を周知するために、
・　北九州市主催の事業（健康づくり、介護予防、
生きがい、社会参加等）で健康寿命の延伸の重要
性や介護保険費の適正化について周知する。
・　「きたきゅう健康づくり応援店」や「民間健康ス
ポーツ施設」等でも周知を図る。
・　介護予防に自主的に取り組めるようなサークル
の育成を図る。

9

　介護保険制度の改正に伴い、介護難民を生じさ
せないため、要支援１・２の方々のサービス維持も
含めて、予算面でも健康づくりや介護予防事業の
より一層の充実を図ってほしい。
　自助、互助の果たす役割が大きくなることを踏ま
え、北九州市主催の事業（健康づくり、介護予防、
生きがいづくり等）で希望者が多い事業では、機会
均等の観点からも、リピーター参加を極力減らし、
新規参加者を受入れるように努める。(公助の肥大
抑制と受益者の拡大)
　上記の事業等の参加者が、自主的に継続して健
康づくり等に取り組めるような活動を支援する。(場
所提供に対する支援、指導者確保の為の支援、仲
間づくりの為の支援等)

10

　次期高齢者支援計画であげられている健康づく
り・介護予防の充実を推進するときに、民間健康ス
ポーツ施設と健康運動指導士等のより一層の活用
を検討してほしい。

　ロコモ予防に関する教室のうち、「高齢者のための筋力
向上トレーニング啓発事業」では健康運動指導士がト
レーナーとなり、民間スポーツ施設等において高齢者の
ための筋力向上トレーニングプログラムを実施するなど
の取組みを行っている。
　今後の介護予防事業のあり方としては国のガイドライン
が示すとおり、「住民主体の介護予防活動」を自治体が
支援していく方向を踏まえ、ロコモ予防の普及啓発等に
健康運動指導士など関係団体と連携を図りながら事業を
進めていく。

○地域ふれあいトークでの意見（平成２６年７月１２日～８月３１日　７区で開催）

1

　市民センターで、市民が寝込まないようにするた
め、また、保険を使わないようにするため「きたきゅ
う体操」をやっているが、冷房代や暖房代を一人一
人取られている。クラブ活動は自分の楽しみで使う
のでよいのだか、健康に関するものの場合はこれ
を取らないよう考えてもらえないか。

　住民主体の介護予防活動を促進させるため、地域(まち
づくり協議会)が主体的に実施する高齢者を対象とした介
護予防活動に対する支援を検討したい。

主な意見

　本市では地域における住民主体の介護予防活動のた
めのリーダー育成の一環として介護予防運動(ひまわり
太極拳、きたきゅう体操、公園で健康づくり)の「普及員」
を養成し、自主的なグループ活動の支援を行っている。
　また、「ロコモ予防推進員」を養成し、地域におけるロコ
モ予防の普及啓発を展開してもらうとともに、地域のロコ
モ予防にかかる自主的な取り組み(運動教室の開催等)
を実施してもらう。

対応策

対応策

主な意見
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基本目標２　【支え合い】

施策の方向性１　地域協働による見守り支援

○北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議

1

　地域支援コーディネーターはとてもセンスがい
る。実際に地域支援の経験がない人が、職種を
持っているからということで配置されても、民生委
員や福祉協力員の方々に迷惑をかける。丁寧に作
りこみをしなければ、今ある地域格差がさらに拡が
り、地域住民の方々に迷惑をかける結果になりか
ねない。

　地域支援コーディネーターが活動するにあたっては、地
域関係者としっかりと話し合いをしながら、その地域で必
要な取り組みを一緒に考え、実施する方向で検討する。

○関係団体の意見を聴く会（平成２６年８月１９日　開催）

1

　いのちをつなぐネットワーク事業に通信事業者が
入っていない。何かあった場合に繋ぐという点で
は、通信事業者によるネットワークが迅速である。
なぜ入っていないのか。今後、入る予定があるの
か。

　通信事業者についても、いのちネット事業の協力会員
に登録していただき、いのちネット事業にご協力いただき
たいと考えている。今後協力会員の登録に向けて、通信
事業者と協議していく予定である。

○地域ふれあいトークでの意見（平成２６年７月１２日～８月３１日　７区で開催）

1

　小倉南区では自治総連合会、民生委員、ヘルス
メイトなどが一緒になって、3人～5人くらいの井戸
端会議のようなごく小さなサロンを起ち上げてい
る。これを広めていくと、認知症などいろいろなもの
が少しずつ減っていくのではないかと思う。
　配偶者を亡くされた男性が家に寂しく一人でい
る。お隣さん、お向かいさんを見渡して、皆さんが
支えてあげてほしいと思っている。

　地域では、校（地）区社協をはじめ住民が主体となり、
様々な形でサロン活動が行われている。今後、この取り
組みを市内全域に拡大し、内容充実を図る必要がある。
そのため、住民主体のサロン活動について、立ち上げ及
び運営の支援を行う。

2

　八幡西区の社会福祉協議会がサロンを企画して
おり、助成や申請を承っていると聞いている。
　市民センターを活用してのサロンになると思う
が、市民センターにはクラブがあり施設への慰問な
どを行っている。そういったクラブを活用して、サロ
ンがうまくいくような活動を考えればいいと思う。

　サロン運営は、校（地）区社協が中心となり、町内会や
民生委員、老人クラブなど、地域の様々な人たちの協力
を得ながら行っている。市民センタークラブの方々の協力
を得て、サロン活動の内容充実を図ることについて、市
社協を通じて校（地）区社協に対し情報提供を行う。

3
　時代的に個人情報が取りにくい。町内に１人暮ら
しの方や認知症の方がいて、民生委員と連絡を
とったりしているが不安である。

　今後も、いのちをつなぐネットワーク係長及び地域包括
支援センターが連携し、地域での見守り強化や相談支援
の中心である民生員の負担軽減に取り組み、支援が必
要な方へ適切に対応できる体制構築を目指す。

4
社会福祉協議会の「ふれあいネットワーク」守秘義
務者間の情報の共有がもっと自由にできないか。

　民生委員児童委員協議会、社会福祉協議会と協働し、
個人情報の取扱いに関するリーフレットを作成し、関係者
に配布している。
　また、関係者間の情報共有についても活動者の理解を
深めるため、民生委員や福祉協力員の研修等の機会を
とらえ説明を行っており、今後も継続して周知・啓発に取
り組む。

主な意見 対応策

主な意見 対応策

対応策主な意見
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基本目標２　【支え合い】

施策の方向性２　総合的な認知症対策の推進

○北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議

1

　軽度認知障害（MCI）は認知症でもないが健康で
もない状態であるが、早期診断・早期対応は重要
である。MCIの疑いがある人のフォローが新規・拡
充事業にあがってはいるが、早めに本人に理解し
てもらって、対策を打つという内容の新規・拡充事
業はできないか。

　「脳の健康度テスト」で早期発見に努めている。テストの
内容については見直しを含めた検討を行う。

2
　かかりつけ医を対象とした認知症対応研修の充
実を新規・拡充事業としてあげてほしい。

　既に精神保健福祉センターで取り組んでいる。

3
　認知症で合併症を有する場合、入院が困難な
ケースがある。医療機関への啓発も含め、認知症
高齢者の受け入れ体制を促進してほしい。

　今年度内に実施する予定である。

主な意見 対応策

9



基本目標２　【支え合い】

施策の方向性２　総合的な認知症対策の推進

○関係団体の意見を聴く会（平成２６年８月１９日　開催）

1

　認知症サポーターについて、登録者数の5万人を
早く達成し、達成した際には市全体でイベントを開
催し、その勢いでさらに10万人を目指してほしい。
　認知症サポーター養成事業の推進のために、市
民的な推進委員会を設立し、様々な場所を活用し
た養成機会の拡大に向けて行動してはどうか。
　これだけの数のサポーターが養成できていれば、
「正しい理解」の段階にとどまらず、実践の段階に
きているのではないか。金融機関での窓口対応な
ど実践的につくりあげていくことが大事である。
　また、子どもによる認知症サポーターとなると、さ
らに市民の関心が高まる。子供がいじめをなくし優
しいまちづくりを形成することにも必ずつながるの
で、小中学生へのサポーター養成に積極的に取り
組んでもらいたい。
　サポーターになった人たちが認知症に優しいまち
づくりをすすめるために、各区で、社協を中心とし
て、認知症サポーター連絡会をつくり、そこでさら
に、サポーターを増やす取り組みをお願いしたい。

　認知症の人やその家族を地域で温かく見守り、支える
ことができるまちづくりを目指していく。そのため、小中学
校をはじめとする教育機関にも働きかけを行っていく。ま
た金融機関をはじめ、企業にもオレンジ会議への参加を
呼びかけ、会議開催を通じ、認知症対策の連携を取りな
がら取り組んでいく。

2

　平成１８年に、薬局で認知症のチェックリストを活
用し、包括支援センターに特定高齢者の報告をす
るということを行っていたが、当時はあまりなじまな
かった。　認知症への意識も変わったのか薬局店
の頭でも、最近では業者が作成した認知症チェック
リストを求める方も増えてきた。
　初期の認知症にかかると生活習慣病の薬を飲め
なくなり生活習慣病が悪化するというサイクルもあ
る。薬剤師も認知症に関して勉強していくので行政
でも薬局の窓口を使ってもらうと頑張れると思う。

　引き続き官民連携の場であるオレンジ会議を開催し、
連携強化を図っていく。

3
　オレンジプランは、高齢者支援計画とどのような
繋がりを持つのか。

　次期高齢者支援計画の認知症対策分野をベースに、
地域や民間団体の考えや意見を取り入れて策定するも
のである。

4

　介護における各サービスを継続するための対策
として、特に小･中学校から大学生までの世代の介
護や認知症についての意識改革を図ることが大
切。

　認知症の人やその家族を地域で温かく見守り、支える
ことができるまちづくりを目指していく。そのため、小中学
校をはじめとする教育機関にも働きかけを行っていく。

5

　愛知県大府市共和駅で認知症男性高齢者が行
方不明となりJR東海鉄道の列車事故により死亡、
妻に対して損害賠償が請求され、裁判の結果360
万円の支払が命じられた。このような時に、保険制
度があり加入できればよいと思う。

　既存の損害保険制度での対応が可能。

主な意見 対応策
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基本目標２　【支え合い】

施策の方向性２　総合的な認知症対策の推進

○地域ふれあいトークでの意見（平成２６年７月１２日～８月３１日　７区で開催）

1
　認知症についての住民への説明等をこまめにし
てほしい。

2
　認知症サポーター事業等についての勉強会等が
もっと必要だと思う。

3

　身近にあり、自由に出入りできる「居場所」をつ
くっていくことが大切だと考える。
認知症カフェなど、北九州の「居場所」は、まだまだ
スタートしたばかりのところが多く、地域力となるた
めには、多くの支援が必要なので、ぜひ、計画の
中で、考えてほしい。

　誰もが認知症を身近に感じ、理解を深め、認知症に対
する偏見や誤解をなくすことができるよう、認知症の人と
その家族・地域住民専門職等の誰もが参加でき、集う場
である「認知症カフェ」の普及を促進していく。

　サポーター数10万人を目指し、市民に広く認知症に対
する理解を広めていく。

対応策主な意見
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基本目標３　【安心】

施策の方向性１　身近な相談と地域支援体制の強化

○北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議

1

　地域包括支援センターについて、元気な方は全く
知らない。その方が困った時に民生委員等にサイ
ンを出すと地域包括支援センターにつながるシス
テムが必要。

　市民が、地域包括支援センターを高齢者の総合相談窓
口として広く認識できるよう、市政だよりを始めとする広
報、民生委員協議会等への出前講演、チラシ等の配布
による啓発をこれまで以上に進めていくと同時に、いのち
をつなぐネットワーク担当係長との連携を一層強化し、民
生委員等との更なる連携を図っていく。

2
　地域ケア会議の検討を進める中で、地域の身近
なところの社会資源の整理や、情報提供を進めて
ほしい。

　個別ケア会議の積み重ねを通じて把握した課題につい
て、区レベルの包括ケア会議で検討を進め、地域づくり
や地域資源の開発について検討する。

3

　在宅医療連携拠点について、在宅医療には様々
なケースがある。症状や状態によって、そのケース
に対応できるかかりつけ医を探す拠点となればい
い。

　在宅医療・介護連携の中核的役割を担う「在宅医療連
携拠点」に往診医の派遣調整機能を持たせる方向で検
討予定。

4

　医療と介護の連携において、在宅＝居宅のイ
メージになるが、認知症の方はグループホームで
暮らしている。グループホームでは、歯科医の往
診、訪問看護を中心に医療体制の構築等を行って
いるが、認知症の方の入院は大変である。居宅の
カテゴリーの中に入るものであれば、グループホー
ムも包含した連携システムをつくってほしい。
　認知症の方は、自身で体調不良を訴えることが
できないため、発見の遅れや重篤なケースになる
案件もある。できるだけ早く連携システムにのせ
て、居宅の方のみにならない視点をいれてほしい。

　在宅医療・介護の連携においては、居住系施設の事業
者についても連携の対象として想定している。

5

　医療機関では、基本動作訓練が終わらないまま
退院する。または、応用動作訓練をやっても実際
の生活に繋がらない。地域移行の部分では、訪問
看護や医師の処方も含めて連携しているが行き届
かない。
　リハビリテーション専門職を使ってもらえると、「こ
こは伸ばせる」、「ここは限界のため支援が必要」
等のアドバイスができるため、生活の中でのリハビ
リを仕組みの中に入れてほしい。職としては入れて
もらっているが、リハビリの使い方を検討してほし
い。

　多職種連携を推進する取組みを検討予定。
　また、国は、地域における介護予防の取組みを機能強
化するために、リハビリテーション専門職の関与を促進す
るとしており、本市においても検討していく。

6

　困難事例は全て統括支援センターの包括ケア会
議で対応ということではなく、地域包括支援セン
ターの個別会議もっと充実させたほうがよい。これ
が地域ケア会議ではないか。月に1度の会議は特
に困難な事例で弁護士に聞いたりする。もっと地域
包括支援センターの困難事例の部分を重点的に
力を入れたほうが、より市民のためになる。

　平成27年度から地域ケア会議を地域包括支援センター
主催で本実施するに際し、自立支援に視点をおくととも
に、ケアマネジャー等から相談を受けた困難事例の検討
を随時実施する。

7

　統括支援センターの包括ケア会議には、民生委
員も関わっているため内容を知ることができるが、
統括まで届かない事例は、行く末が分からない。自
分が手がけていなくても、次に発生したものに対し
ての対応がより効率的・効果的に行える。地域レベ
ルで行われている会議にも参加させてほしい。

　地域包括支援センターは、今後、民生委員や専門職の
アドバイザーを入れた個別事例会議の積み重ねを通じ、
地域課題の解決に取り組むと共に地域関係者とのネット
ワークの構築を推進していく。

主な意見 対応策
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基本目標３　【安心】

施策の方向性１　身近な相談と地域支援体制の強化

○北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議

8

　地域の支援を行っている方たちの個別の困難事
例が、地域にどう転換され、解決されてきたのかと
いう展開の経過と結果が分からなければ、地域の
支援力がその都度になってしまう。形成していくと
いうことを考えると、情報のフィードバックが大切に
なる。
　見立てができなければ直ぐに専門職種で検討す
るのではなく、もう少し身近なレベルでの会議の形
態や、統括、包括のレベルでもいいため、ケアマ
ネージャーを含めた個別の困難事例の検討から始
めて、構築しなければならない部分もある。

　ケアマネジャーや地域における支援者から持ち込まれ
る困難事例については、関係者等との個別事例検討の
積み重ねを通じて地域課題の把握やネットワークの構築
に努めたい。
　更に、区レベルの包括ケア会議で検討を進め、地域づ
くりや地域資源の開発について検討し、結果を地域関係
者へ還元できる体制づくりに取り組みたい。

9

　地域包括支援センターのブランチについて、身近
なところに相談窓口ができると、今後民生委員の
活動としても負荷軽減になり、地域の困っている
方々もタイムリーに効果的な対応が可能になる
が、一方で、地域の中で知り合いに相談に来たこと
を見られたくないため遠くに相談に行く人もいる。ど
ちらも対応できるようにしてほしい。

　市民センターへの巡回相談とあわせて、区役所や出張
所に設置している地域包括支援センターでも相談を受け
ることとしている。また、自宅訪問など、これまで以上に
出前主義を徹底し、重層的な相談支援体制づくりを進め
る。

10

　利用者の状態像に応じた判断基準がケアマネ
ジャーによって異なることから本人の状態を悪化さ
せることがある。居宅介護事業所でのケアプラン作
成経験がないケアマネジャーでは、経験不足のた
め利用者の在宅での状況が十分に想像できずケ
アプランがパターン化するなどの状況がある。地域
包括支援センターでのケアマネジメントの質の向上
に向けた取組みをお願いしたい。

　地域包括支援センター職員のケアマネジメントの質の
向上のため、日々の業務を通じてのＯＪＴ及び職場内で
の事例検討に取り組んでいる。今後、地域包括支援セン
ターが、地域ケア会議における事例検討を主体的に実施
する中で、自立支援の視点を強化すると共にアセスメント
能力の向上を図り、多職種と効果的な連携ができる能力
を育成したい。

11

　地域包括ケアシステムでは、医療や介護の現場
における情報提供や連携が大事。医療や介護に
関する“母子手帳のようなもの”があれば効率的に
サービスを提供できるのではないか。

　現行の情報共有システムについて検証を行う方向で検
討予定。

主な意見 対応策
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基本目標３　【安心】

施策の方向性１　身近な相談と地域支援体制の強化

○関係団体の意見を聴く会（平成２６年８月１９日　開催）

1

　ICTを活用した多職種連携について、北九州市で
はひまわりネットで在宅医療のネットワーク事業が
ある。参加していて効果があるのか疑問である。緊
急時など問題点も感じる。ICTも確かに良いが、こ
ればかりが良いのか検証して欲しい。本当に必要
な部分とそうでない部分の振り分けも今後考えて
いかないといけない。

　現行の情報共有システムについて検証を行う方向で検
討予定。

2

　高齢者施策の中心は地域包括ケアシステムだと
思う。資料に地域包括ケアシステムの絵もあった
が、まだ見えてこない。その中でも、地域ケア会議
は中心になると思われる地域ケア会議はどのよう
に運営していくのか。厚生労働省が提唱する形で
の地域ケア会議は、具体的にいつから実施するの
か。

　自立支援の視点を念頭に置き、平成26年度、下半期に
地域包括支援センターが担当している事例を中心に個別
ケア会議を試行している。平成27年度は、専門職からの
アドバイスを加え、個別課題解決の機能向上を図ると共
に地域課題の発見・地域関係者とのネットワークの構築
に取り組み、区レベルの包括ケア会議において、構成員
を拡大し、専門多職種の構成員との協議を通じて関係者
とのネットワークの更なる構築、地域課題の把握地域づく
りや地域資源の開発について検討予定。

3
　看護協会では、細々とではあるが「まちの保健
室」に取り組んでいる。今後は、施設看護師、訪問
看護師を含めて、看護師の活用も考えてほしい。

　関係機関の動向を把握しつつ、市として取り組む内容
を検討予定。

4

　多職種が連携を組んで研修を実施している。地
域包括ケアシステムを維持するには同じITを持っ
ていなければできない。この事業を継続するには
市として予算を組んで同じITをもってやらなければ
１年限りで終わってしまうという危惧をもっている。
行政にも、この事業には費用がかかるということを
認識して計画を立ててほしい。

　現行の情報共有システムについて検証を行う方向で検
討予定。

○地域ふれあいトークでの意見（平成２６年７月１２日～８月３１日　７区で開催）

1

　門司では、独居老人の訪問については地域の
方々が活躍してやっているが、夫婦二人が80代以
上、親が90代・子供が70代といった親子の二人暮
らし、こういう方にはまだ訪問が入っていない。ます
ます老齢化してくると思うので、これからの対策を
どうするのか。

　地域に身近な所での相談支援体制を強化するため、地
域包括支援センターが順次、市民センターの巡回相談を
行うとともに、いのちをつなぐネットワーク担当係長ととも
に地域の互助活動を支援する仕組みづくりを行う。

主な意見 対応策

対応策主な意見
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基本目標３　【安心】

施策の方向性２　高齢者の支える介護サービス等の充実

○北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議

1

　地域包括システムという仕組みの理解を市民に
広げる取組みが必要。
　限られた財源の中、市民にも協力してもらうという
仕組みの必要性は理解するが、一定の専門性の
ある方々が介護することによって予防効果が維持
できているということも踏まえながら対応してほし
い。

　新たな制度への円滑な移行のため、市民や介護事業
者などに対し、きめ細かな周知を行う。
　「介護予防・日常生活支援総合事業」については、専門
職によるサービスが必要な方が、必要なサービスを利用
できるようサービスメニュー等を検討していく。

2

　サービスの質の確保のための取組みとして、これ
から地域においてサービスの担い手をどのように
育成してくかが大きな課題
　介護事業者も厳しい経営状況となっており、人材
確保が難しい状況。このような経営実態についても
把握し、市の財政状況も勘案しながら理解が得ら
れるような料金設定等をしていく必要がある。

　「介護予防・日常生活支援総合事業」において、サービ
スの質を確保していくうえで人材の育成・確保は重要な
課題であり、サービスメニューや報酬単価などについて、
制度設計を行う中で十分検討していく。

3

　介護サービスの質の向上を考えた場合、研修を
体系化していく必要がある。研修の目的を明確にし
ないと、研修を受けただけでスキルアップが図れる
という錯覚に陥ってしまうのではないか。

　市内施設や事業所の人材育成等を支援するため、今
後も引き続き、質の向上やスキルアップを目的として、研
修体系の検討も含め、研修内容の充実等に努めていく。

4

　多様な主体が参入する中で、サービスの質をど
のように確保するかが課題である。
　地域には広く知られていないが、コミュニティサロ
ンや住民主体の活動などが行われている。行政が
このような活動を地域に知らしめることで、この部
分の厚みが出てくるのではないか。

　「介護予防・日常生活支援総合事業」の実施にあたって
は、サービスの質の確保は重要な課題であることから、
サービス従事者に対する研修等を含め、制度設計を行う
中で十分に検討していく。
　また、既存の地域資源の活用は不可欠であることか
ら、地域資源の把握のための取組みについても検討して
いく。

5
　ケアマネジャーは中立公平という前提があり、適
正にマネジメントが行われるよう、ケアプランをしっ
かりチェックしてほしい。

　本人や家族のニーズに合ったケアプランが作成される
よう、今後も引き続き居宅介護支援事業所を訪問し、ケ
アプランチェックを実施する。

主な意見 対応策
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基本目標３　【安心】

施策の方向性２　高齢者の支える介護サービス等の充実

○関係団体の意見を聴く会（平成２６年８月１９日　開催）

1

　配食サービスについて、介護保険制度見直し後
も、市の事業として続けてほしい。事業者が作る弁
当の安全性・質の向上について市の責任を果たし
てもらいたい。
　要支援の方々へは、生活支援サービスが特に必
要になってくる。質を落とさないためには事業者・
従事する方の研修などが必要になる。それが実施
できるよう報酬を市の事業になっても定めてほし
い。

　配食サービスについては、引き続き市実施要綱に基づ
き民間事業者等に委託して実施する。
　要支援者が利用する予防給付のうち訪問介護と通所
介護が、多様な主体による多様なサービスを提供できる
仕組である「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移行
するが、サービスの質の確保は重要な課題であると考え
ている。報酬を含め、国のガイドラインをふまえ、制度設
計を行う中で十分に検討していく。

2
　介護保険制度の変更について、地域の方への説
明を行政が責任をもって実施してほしい。サービス
事業者としては不安に思っている。

　新たな制度への円滑な移行のため、市民や介護事業
者などに対し、きめ細かな周知を行う。

3
　要支援１・２の方に対するサービス低下を危惧し
ている。総合事業の中でどのように担保されていく
のか。

　要支援者が利用する予防給付のうち訪問介護と通所
介護が、多様な主体による多様なサービスを提供できる
仕組である「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移行
するが、サービスの質の確保は重要な課題であると考え
ている。国のガイドラインをふまえ、制度設計を行う中で
十分に検討していく。

4

　地域密着サービス（小規模多機能型、グループ
ホーム）を公募する際に、介護職の求人が困難な
ので、単年度内に同一区内に集中させないでほし
い。

　地域密着型サービスの公募にあたっては、可能な限り
限り単年度内に募集地域が集中しないような配慮を行
う。

5
　サービス提供者としてＮＰＯ職員や住民ボラン
ティアも想定されているが、介護職としての教育研
修が必要なのではないか。

　要支援者が利用する予防給付のうち訪問介護と通所
介護が、多様な主体による多様なサービスを提供できる
仕組である「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移行
するが、サービス従事者への研修のあり方も含め、今後
十分に検討していく。

6
　介護保険制度の改正について、市民や事業者の
認知を進めるため、市民や事業者対して、もう少し
詳細な説明を行ってほしい。

　新たな制度への円滑な移行のため、市民や介護事業
者などに対し、きめ細かな周知を行う。

7

　介護保険制度見直し後も、基本的な生活支援に
関するサービスを維持し、さらに多様なサービスを
作り出してほしい。訪問介護は生活援助が93％、
身体介護が７％という実情を受け止め、これらの
サービスを市の事業として位置づけ、このサービス
に従事する人たちの専門性を高め、それに見合っ
た報酬を定めてほしい。

　要支援者が利用する予防給付のうち訪問介護と通所
介護が、多様な主体による多様なサービスを提供できる
仕組である「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移行
するが、サービスメニューや報酬単価、サービス従事者
への研修などを含め、制度設計を行う中で十分検討して
いく。

8

　介護における各サービスを継続するための対策
として、特に小･中学校から大学生までの世代の介
護や認知症についての意識改革を図ることが大
切。

　介護については、介護の職場に対するイメージアップを
図るため、本市オリジナルのＤＶＤを作成し、市内の中学
校・高校・大学等に無料配布した。また、中学校・高校・大
学等の希望により、介護や福祉の仕事のやりがい、楽し
さの講座や、介護体験などを行う出前授業を市内施設の
協力を得て実施している。

主な意見 対応策
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基本目標３　【安心】

施策の方向性２　高齢者の支える介護サービス等の充実

○地域ふれあいトークでの意見（平成２６年７月１２日～８月３１日　７区で開催）

1
　高齢化が進み家庭でみられなくなった人の施設
の増加を北九州市で考えないと、活性化にも影響
が出てくる。

　介護保険施設等の整備については、今後の高齢化の
推移、既存施設の整備状況、待機者の状況等をふまえ、
整備計画を策定し、整備を進める。

対応策主な意見
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基本目標３　【安心】

施策の方向性３　権利擁護・虐待防止の充実・強化

○北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議

1

　選任された市民後見人については、何らかの形
でスーパーバイズするなどフォローしなければなら
ない。家庭裁判所から選任されてそれだけで大丈
夫ということにはならない。市民後見人を養成する
にあたり、被後見人の権利擁護についてしっかり
理解してもらう必要がある。

　市民後見人の個人受任に係る支援システムを新規に
構築することを検討中。

主な意見 対応策
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